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理
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殿

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
公
用
電
子
メ
ー
ル
の
廃
棄
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
公
用
電
子
メ
ー
ル
の
廃
棄
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

検
察
庁
で
は
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
遅
く
と
も
平
成
十
九
年
四
月
以
降
に
は
、
送
信
又
は
受
信
か
ら
二
か

月
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
（
職
員
が
作
成
し
た
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
上
の
フ
ォ
ル
ダ
に
移
動
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
除
く
。
）

を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し
て
い
る
が
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

財
務
省
本
省
（
地
方
支
分
部
局
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
は
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
遅
く
と
も
平
成
二

十
一
年
一
月
以
降
に
は
、
送
信
又
は
受
信
か
ら
六
十
日
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し

て
お
り
、
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

国
税
庁
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
以
降
、
送
信
又
は
受

信
か
ら
六
十
八
日
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し
て
お
り
、
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
の
国
税
局
等
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
現
時
点
で
確

認
で
き
る
範
囲
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
遅
く
と
も
平
成
二
十
三
年
一
月
以
降
に
は
、
送
信
又
は
受
信
か
ら
、
三
十
日
か
ら
百
八

十
日
ま
で
の
間
で
定
め
ら
れ
た
期
間
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
（
熊
本
国
税
局
等
に
お
い
て
は
、
職
員
が
作
成
し
た
メ
ー
ル

一



サ
ー
バ
ー
上
の
フ
ォ
ル
ダ
に
移
動
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
除
く
。
）
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し
て
お
り
、
今

後
も
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
十
一
年
七
月
以
降
に
は
、
受
信
か
ら
六
か
月

が
経
過
し
た
開
封
済
み
の
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し
て
い
る
が
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
検

討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

防
衛
省
で
は
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
十
七
年
三
月
以
降
に
は
、
一
部
の
公
用
携
帯
電
話

に
お
い
て
、
暗
号
化
さ
れ
た
通
信
を
利
用
し
た
送
信
又
は
受
信
か
ら
三
十
日
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
及
び
暗
号
化
さ
れ
て

い
な
い
通
信
を
利
用
し
た
受
信
か
ら
九
十
日
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除

し
て
お
り
、
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
で
は
、
送
信
又
は
受
信
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で

削
除
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
六
月
の
財
務
省
行
政
情
報
化
Ｌ
Ａ
Ｎ
シ
ス
テ
ム
の
更
改
後
も
、
引
き
続
き
、
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
の
容
量
に

二



は
限
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
財
務
省
本
省
で
は
、
行
政
文
書
と
し
て
保
存
が
必
要
な
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
等

の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
、

適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
保
存
し
た
上
で
、
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
送
信
又
は
受
信
か
ら
六
十

日
が
経
過
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
自
動
で
削
除
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

公
文
書
管
理
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
メ
ー
ル
を
含
め
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
そ
の
内
容
、

時
の
経
過
、
利
用
の
状
況
等
に
応
じ
、
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録

媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
保
存
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


